
 109

第Ⅸ因子製剤（コーナインならびにクリスマシン）の添付文書の変遷 

コーナインの輸入申請時における「使用上の注意等の案」、ならびに販売当初のクリスマシンの添

付文書のコピーを貼付する。これを基にしつつ、以降の変遷をまとめる。 
 

図表 4- 59 コーナインの輸入申請時における「使用上の注意等の案」 

 
 
出所） コーナイン承認申請に係る文書一式 1972（S47）年 4 月（東京乙Ｂ81） 

 


